
事 務 連 絡

令和７年９月４日

多面的機能支払交付金組織 各位

魚沼市産業経済部農政課

簡易舗装（グリズリーアンダー等）施工における注意について

日頃より、多面的機能支払交付金事業に対してご尽力をいただき誠にありがとうございます。

標記のことについて、以下の事案がいくつか発生しております。施工の際はご留意ください。

＜事案＞

資源向上支払（長寿命化）により簡易舗装を実施した箇所において、魚沼市ガス水道局の作業

時に、水道施設（水道バルブ）が誤って埋設されていたことが判明した。

＜今後の対策・対応について＞

簡易舗装等で道路補修や更新を実施する場合において、農道のような道路であっても、水道施

設が設置・埋設されている場合がありますので、実施前に現地をよく確認いただくか、ガス水道

局（電話：792-1118）へお問合せください（建設課等への公共物工事施工承認申請では分からな

い場合あり）。

確認せず実施し埋没させてしまった場合、原則として施工者（保全会）の負担において現状復

旧（元に戻して）いただく必要があります。

※今回の事務連絡は、事務担当者優先順位 1 の方、または優先順位 1 の方がメールアドレ

スの登録がない場合は優先順位２の方にメールでも送付しております。

担当：魚沼市産業経済部農政課

【多面的機能支払制度】 岡部

〒 946‐8601 新潟県魚沼市小出島 910
TEL 025‐793‐7647 FAX 025‐793‐1016
e‐mail：nousei@city.uonuma.lg.jp

※多面の関係様式は市 HPに掲載しております。
魚沼市 HP上の【検索】で「多面的機能支払交付金」と

入力又は【ページ ID検索】で「20813」入力


